
議員提出議案第13号 

   葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年12月13日 

            提出者 １２番 齊 藤 大 介  １９番 小 林 ひとし 

                ２０番 かわごえ 誠一  ２２番 筒井 たかひさ 

２３番 梅沢 とよかず  ２４番 高 木 信 明 

２８番 細 木 まこと  ３１番 中 村 しんご 

３２番 清水 こういち  ３３番 小 山 たつや 

                ３８番 米 山 真 吾 

 葛飾区議会議長  伊藤 よしのり  殿 

 

（提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、

規定の整備をする必要があるので、本案を提出いたします。 

 

   葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年葛飾区条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第10項中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法

律（令和６年法律第46号）附則第１条第２号に定める日又はこの条例の公布の日のいずれ

か遅い日から施行する。 


